
生 食 発0608第5号

平 成28年6月8日

各検疫所長 殿

医薬 ・生活衛生局生活衛生 ・食品安全部長

（公 印 省 略 ）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正す る件について

食品、添加物等の規格基準の一部を改正す る件 （平成28年 厚生労働省告示第245

号）が本 日公布 され、これにより食品、添加物等の規格基準 （昭和34年 厚生省告

示第370号 ）の一部が改正 された ところであるが、改正の概要等 は下記の とお り

であるので、その運用に遺憾なきよう取 り計 らわれたい。

また、当該改正の概要等 につき、関係者への周知方よろしくお願いす る。

記

第1改 正 の概 要

（］） 食 品衛 生 法 （昭和22年 法律第233号 。 以下 「法」 とい う。）第11条 第1

項 の規定 に基 づ き、 生食 用鮮 魚 介類 、生食 用 か き及 び冷凍食 品 （生 食用 冷

凍鮮魚介 類 に限 る。） （以 下 「生食 用鮮魚介 類 等1と い う。） の加 工基準 にお

い て、亜 塩素 酸水 、次 亜塩 素酸水 及 び次 亜塩 素 酸ナ トリウム並 び に水素 イ

オ ン濃 度調 整剤 （以下 「pH調整 剤」とい う。）と して用 い られ る塩 酸 に加 え、

pH調 整剤 と して用 い られ る二酸化炭 素 の使 用 を認 め るこ とと した こ と。

（2）法第11条 第1項 の規定 に基づ き、硫酸 亜鉛 の使 用基準 を一部 改正 し、新

た に発泡性 酒 類 に使 用す るこ とを認 め るこ とと した こ と。

（3）法第18条 第1項 の規定 に基づ き、 ポ リエ チ レンナ フタ レー トを主成分 と

す る合成 樹脂 製 の器 具又 は容器包 装 につい て、個 別規格 を設 定す る こ とと し

た こ と。

第2適 用期 口

公 布 日か ら適 用 され る もので あ るこ と。ただ し、公 布 日か ら起算 して6月 を経



過 した 日までに製造 され、又は輸入 され るポ リエチ レンナフタ レー トを主成分 と

す る合成樹脂製の器具又は容器包装については、なお従前の例に よることができ

ること。

第3生 食用鮮魚介類等 に関す る事項

運用上の注意

二酸化炭素にっいては、生食用鮮魚介類等に対 し、次亜塩素酸ナ トリウムの使

用等 に伴いpH調 整剤 として使用す るこ とは認 められ るが、生食用鮮魚介類等の

加工時に二酸化炭素を直接使用す ることは認 められないこと。

第4添 加物に関する事項

運用上の注意

1硫 酸亜鉛 については、発泡性酒類 を製造する際のイース トフー ドとして、新

たに発泡性酒類に使用す ることを 目的 として改正 したものであること。

2硫 酸亜鉛の使用 に当たっては、適切 な製造工程管理を行い、食品中で 目的 と

す る効果を得 る上で必要 とされ る量を超えないものとすること。

第5器 具若 しくは容器包装又はこれ らの原材料の材質別規格 に関する事項

運用上の注意

ポ リエチ レンナフタレー トを主成分 とす る合成樹脂製 の器具又は容器包装 と

は、基ポ リマー中のエチ レンナフタ レー トの含有率が50％ 以上のものをい うこ

と。
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5

○
厚
生
労
働
省
告

示
第
二
百
四
十
五
号

食

品
衛
生
法

（昭
和
二
十

二
年
法
律
第

二
百
三
十

三
号
）
第
十

一
条
第

一
項
及
び
第
十

八
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ

き
、
食
品
、

添
加
物
等
の
規
格
基
準

（昭
和

三
十

四
年
厚
生
省
告

示
第

三
百

七
十
号
）

の

一
部
を
次

の
よ
う

に
改

正
す

る
。

た
だ
し

、
公
布

の
日
か
ら
起
算

し
て
六
月
を
経
過
し
た

日
ま

で
に
製
造

さ
れ
、

又
は
輸

入
さ
れ

る
ポ
リ

エ
チ
レ
ン

ナ
フ
タ
レ
ー
ト
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製

の
器

具
又
は
容
器
包
装

に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ

る
こ
と
が

で
き

る
。

平
成

二
十

八
年
六
月
八
日

厚
生
労
働
大

臣
臨
時
代

理

国
務
大

臣

加
藤

勝
信

第

］

の
D

の
生
食
用
鮮
魚
介
類

の
目
、
生
食

用
か

き
の
目
及
び
冷
凍
食

品
の
目
中

「前
羅
」

を

「蕗
爵

沖
q
11
購
共

部
当
」

に
改

め
る
。

第

2

の
F

の
硫
酸
亜
鉛
の
目
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

爵

爵
圏
毬

罰
購
閲

⇔。）
寅
〆

薗
惑
蕗

（・。顎
昌
。。
令
蹄
蒔
拙

否
乖
）
浦

㏄
糀
識

ω
輌
百
滋
前
叫

か
出
葭

扉
薗
薗

（∈
寸

悔
口

「講
箇

、蒋
薗
漬
」

∩
τ
山
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沖
q
砲
笹
主

疎
ゆ
臣
恒
享

e
怜
自
芦
涛
誼

↑
d
箕
餅

ロ
砕
ぐ
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爵
爵
岡

塗
S
荊
迎
旦

野

圏

蹄

∩
↑
日

出

茜
、扉
苗
麺

臼
母

∪
ゴ

艸
市

e

二

巴
∩
u

砕
O

°8
9

σq
叉
∋
吋

慰

≒
さ

只

砕

①
詳
ぐ
レ
゜

罰
騨
聞
建

戸

蝋
「
渇
q
閤
嬢
翫
S
爵
注
謡
粛
轄

芦
囲
叫

か
岱
力
㊦
「」期

e
日

蝸
「喘

θ
河
注
誌
諮
鳥

⊆
甲∩
違
蔵
イ

罰
描

沖
q
莱
甜

S
尋
蕗
θ
膳
催
S
鵠
百
）

喘
「婚

S
爵
S
×
舜
燧
礒
雌

↑

〈
舜
索
献

θ
母

蕗
汽
瑠
叫
伽
小
θ
書

θ
箇
諮
×

舜
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鑑
S
襲

◎
S
茜

蔚

百
貯
か
鴨
肝
違

薄
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θ
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酎
瀕

弍
d
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蝋
「
口
溶
迦
叫
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湖
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餅
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「オ
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｛9

慕
「
↑
汁

∩
興

ぷ

θ

一
亡

臼
∪

興

目

塗

∩
↑
吋
①
b
諺
σq
ぷ
磁

㍍

か
日

餅
帥
画

↑
弾
ぐ
レ知

山
π
寓

逗

で
泣
口
き
碇
蒔

▽
蒔
τ
゜

第

3

の
D

の
2
の
②
の
3

の
次

に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

1

」心
゜
銑

こ
H
A

℃
ぺ
斗
“
W

で
ー

ア
餅
出
爵
注

∩
叫

か
鵬
爵

轟
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鐸
勃
部
直
熊

弥

⊂
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∩
叫
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潔
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e
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鵬

⊂
け
耳
ざ
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鱒

W
砕

ぐ
レ゚

e

璃
圧
翼
簿

θ

ぷ
e
4
日
q
＞

両
圧
迦

爵

斥
↑
d

恥
×
專
爵

ぷ
迎

5
d
☆

∪
汁
叫培
鐸
喜
藩

育
∪
ぐ
レ吋
∠
河
斗

埠
ま
Ψ
げ
蒋
蕗
×

舜
醐

磁
蓄
φ

∨
“
壮
4
講
迷

爵
府
蓮
H

蕗
汽
貯

O
ぷ
さ
4
い
“
卜
θ
翼
爵

餅
司

山
∩
吐

臼
ざ
｛∩
感

鵬

↑

愛

斗
さ

賎
舜

ゆ
舜
ぐ
吉

9

ご
∩
懲

鵬
叫
“

∩
班

翼
鐸
醇
藩

丑
e
馬
亭
4
川

q
＞
芭

ぱ

“一
誌
＼
巨

叉
司

∩
舜
か
゜

◎

猟
淵
潮
聰
書

㍊
講
違
磁
蒋

騨
簿

餅
司

山
∩
兜

ぷ

S
白
舜
ω
O
轟
＼
巨

叉
司

吋
舜
耳
ざ
碗
舜

口
舜
ぐ
レ
゜

○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
八
十
九
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

森
山

裕

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

静
岡
県
榛
原
郡
川
根
本
町

（次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変

更
後
の
指
定
施
業

要
件

H

立
木
の
伐
採

の
方
法

1

主
伐

に
係

る
伐
採
種

は
、
定

め
な
い
。

2

主
伐

と
し

て
伐
採

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す

る
市

町
村

に
係

る
市

町

村
森
林
整
備
計

画
で
定

め
る
標

準
伐
期
齢

以
上

の

も
の
と
す

る
。

3

間
伐

に
係

る
森
林
は

、
次

の
と
お
り
と
す

る
。

日

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び

に
植

栽
の
方
法

・
期

間

及
び
樹
種

次

の
と
お
り

と
す

る
。

（
「次

の
図
」

及
び

「次

の
と
お
り
」

は
、
省
略

し
、
そ

の
図
面

及
び

関
係
書
類
を
静

岡
県
庁

及
び

川
根
本
町
役

場

に
備

え
置
い
て
縦
覧

に
供
す

る
。）

○
農
林
水
産
省
告

示
第

千
二
百
九
十
号

森
林
法

（昭
和

二
十

六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第

三
十

三
条

の
二
の
規
定

に
よ
り

、
次

の
よ
う
に
保
安
林

の

指
定
施
業
要
件

を
変

更
す

る
。

平
成

二
十

八
年

六
月
八
日

農
林
水
産
大

臣

森
山

裕

一

指
定
施
業

要
件

の
変

更
に
係
る
保
安
林

の
所
在
場
所

静

岡
県
島

田
市

・
榛

原
郡
川
根
本
町

（以
上

一
市

一

町
に

つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

一
一

保
安
林

と
し

て
指
定

さ
れ

た
目
的

土
砂

の
流
出

の

防
備

三

変

更
後

の
指

定
施
業
要
件

臼

立
木

の
伐

採
の
方
法

1

次

の
森

林
に

つ
い
て
は
、
主
伐

は
、
択
伐

に
よ

る
。島

田
市

・
川
根
本
町

（以
上

一
市

一
町
に

つ
い

て
次

の
図
に
示
す
部
分

に
限

る
。）

2

そ
の
他

の
森
林
に

つ
い

て
は

、
主
伐

に
係

る
伐

採
種
を
定

め
な
い
。

3

主
伐

と
し
て
伐
採
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該

立
木

の
所
在

す
る
市

町
村

に
係

る
市
町

村
森
林
整

備
計
画
で
定

め
る
標
準
伐
期
齢

以
上

の

も
の
と
す

る
。

4

間
伐

に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す

る
。

日

立
木

の
伐

採
の
限
度
並
び

に
植
栽

の
方
法

・
期

間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す

る
。

（
「次

の
図
」

及
び

「次
の
と
お
り
」

は
、
省
略

し
、

そ

の
図
面

及
び
関

係
書
類
を
静
岡
県
庁
並
び

に
島

田
市
役
所

及
び

川
根
本
町

役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧

に
供
す

る
。
）

○
農
林
水
産
省
告

示
第
千
二
百
九
十

一
号

森
林
法

（昭
和

二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十

九
号
）
第

三
十

三
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林

の

指
定
施

業
要
件

を
変
更
す
る
。

平
成

二
十

八
年
六
月
八
日

農
林
水

産
大

臣

森

山

裕

一

指

定
施
業

要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林

の
所
在
場
所

静

岡
県
榛

原
郡
川
根
本
町

（次

の
図
に
示
す
部
分

に

限
る
。）

二

保

安
林

と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂

の
流
出

の

防
備

三

変

更
後

の
指

定
施
業
要
件

臼

立
木

の
伐

採
の
方
法

1

主
伐

に
係
る
伐
採
種

は
、
定

め
な
い
。

2

主
伐

と
し
て
伐
採
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該

立
木

の
所
在

す
る
市

町
村

に
係

る
市
町

村
森
林

整
備
計
画
で
定

め
る
標
準
伐
期
齢

以
上

の

も
の
と
す
る
。

3

間
伐

に
係
る
森

林
は

、
次

の
と
お
り
と
す

る
。

日

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び

に
植
栽

の
方
法

・
期
間

及
び
樹
種

次

の
と
お
り
と
す

る
。

（
「次

の
図
」
及
び

「次

の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
川
根
本
町
役
場

に
備

え
置

い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

○
農
林
水
産
省
告

示
第
千

二
百
九
十

二
号

森
林
法

（昭
和

二
十
六
年
法
律
第

二
百

四
十
九
号
）
第

三
十

三
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ

う
に
保
安
林

の

指
定
施
業

要
件
を
変
更
す

る
。

平
成

二
十

八
年
六
月
八

日

農
林
水
産
大

臣

森
山

裕

一

指
定
施
業
要
件

の
変
更

に
係

る
保
安
林

の
所
在
場
所

静

岡
県
榛
原

郡
川
根
本
町

（次

の
図

に
示
す
部
分

に

限

る
。
）

二

保
安
林

と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂

の
流
出

の

防
備

三

変

更
後

の
指
定
施
業
要
件

臼

立
木

の
伐
採

の
方
法

］

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め

な
い
。

2及
び
樹
種

（「次
の
図
」

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
川
根
本
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

森
山

裕

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

静
岡
県
榛
原
郡
川
根
本
町

（次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

か
ん

二

保
安
林

と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源

の
酒
養

三

変
更
後

の
指
定
施
業
要
件

臼

立
木

の
伐
採

の
方
法

1

主
伐

に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め

な
い
。

2

主
伐
と
し

て
伐
採
を
す

る
こ
と
が

で
き

る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す

る
市
町
村

に
係

る
市
町

村
森
林
整
備
計
画

で
定
め

る
標
準
伐
期
齢

以
上

の

も
の
と
す

る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す

る
。

主
伐
と
し

て
伐
採
を
す

る
こ
と
が

で
き

る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す

る
市
町
村

に
係

る
市
町

村
森
林
整
備
計
画

で
定
め

る
標
準
伐
期
齢

以
上

の

も
の
と
す

る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す

る
。

口

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び

に
植
栽

の
方
法

・
期
問

次

の
と
お
り
と
す

る
。

及
び

「次

の
と
お
り
」
は
、
省
陥

し
、

そ


